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吉田町地域クラブ(案) 
 

１ 地域クラブ創設の背景 

(1)  生徒数の減少と部活動加入率の低下により、これまで通りの部活動数を維持していくことが困 
難な状況となっている。 

(2) 教員の働き方改革が叫ばれ、部活動指導に対する負担を多くの中学校教員が感じている。 
 (3) 地域との連携による持続可能な活動が求められ、スポーツ庁・文化庁から、まずは休日から地 

域クラブへの移行を推進するよう提言されている。 

 

２ 地域クラブへの移行の基本的な考え方 

吉中生の「やってみたい・楽しみたい」に応える持続可能なクラブ活動 

   (1) 生徒の主体的活動 

      生徒が新しいことに挑戦したり、自らの特技を生かしたり、将来の夢や目標を目指したり

するために、主体的に取り組む活動とする。 

 (2) 楽しむ活動 

     競技力や技能の向上、心身の健康づくりなど、個々の興味・関心に応じて楽しく取り組む

ことができる活動とする。 

   (3) 持続可能な活動 

      町内１中学校というコンパクトさを生かし、地域で支える持続可能な活動とする。 

 

３ 地域クラブの運営組織・体制 

(1) 名称 

町内小中学校児童生徒、保護者及び教職員を対象者として地域クラブの名称について案を    

募集し、事務局が候補を数点に絞った上で、再度対象者に対してアンケートをとり、協議会にお

いて決定する。 

① 募集方法(案)…アンケートフォームやきずなネット等を活用する。吉田町地域クラブにつ 

 いての説明文を掲載し、「エンジョイよしだ」「アクティブよしだ」を例としてあげる。 

② 名称決定までのスケジュール(案) 

令和６年11月下旬 名称案募集アンケート実施 

令和７年１月中旬  数点の候補名称案による投票 

令和７年２月下旬  第３回吉田町部活動の在り方協議会において名称決定 

 

(2)  クラブ数 

※吉田中学校の部活動等から想定されるクラブ及び総合型スポーツ 

① 野球           ⑪ 女子卓球 

② ソフトボール       ⑫ 弓道 

③ サッカー         ⑬ 柔道 

④ 男子バレーボール     ⑭ 剣道 

⑤ 女子バレーボール     ⑮ 陸上競技 

⑥ 男子バスケットボール   ⑯ 吹奏楽 

⑦ 女子バスケットボール   ⑰ 美術 

⑧ 男子ソフトテニス     ⑱ 科学 

⑨ 女子ソフトテニス     ⑲ 総合型スポーツ 

⑩ 男子卓球 
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 (3) 事務局 

   吉田町教育委員会生涯学習課 

   ※学校教育とスポーツ・文化への理解が深い人材を会計年度任用職員として任用し、コーディ

ネーターに位置付ける。 

    

 (4) 事務局の役割 

   ア 各クラブの年間計画の管理 

   イ 指導者の勤務実績の管理 

   ウ 各クラブの加入生徒の管理（名簿管理） 

   エ 学校との連携・連絡調整 

                        など 

 

 

４ 地域クラブの指導体制 

(1) 加入方式 

   生徒の希望による自由加入制 

 

(2) 活動日・時間 

   ア 原則、休日の活動とする。 

   イ 「吉田町部活動ガイドライン」に則った活動とする。 

    (ｱ) 週休日（土日）は、少なくとも１日以上は休養日とする。 

    (ｲ) 週休日等に大会参加等で休養日を設けることができなかった場合は、他の日（平日）に

振り替えることとする。 

    (ｳ) 休日の活動時間は、３時間程度（以内）とする。 

                               など 

 

(3) 指導者 

   ア 自身の活動経験や指導経験があり、教育的指導ができる者 

   イ 町の登録制とし、氏名、年齢、住所、職業、活動経験、指導経験等記載の登録用紙を提出 

   ウ 教員の希望者は、兼職兼業届を学校教育課に提出する。 

   エ 町で指導者研修を行い、指導上留意すべき事項等を確認する。 

 

 

５ 課題及び対応方法 

(1) 指導者の確保 

   ア 確保方法 

(ｱ) コーディネーターが中心となり、事務局により体育協会・文化協会など、各種団体とヒ 

 アリングし、希望者を募る。 

    (ｲ) 町内小中学校教職員に兼職兼業による指導の希望調査を実施する。 

    (ｳ) 保護者向けアンケートにより地域クラブ名称とともにクラブ指導希望の調査を実施する。 

       (ｴ) 広く一般公募により指導希望者を募る。 

   イ 指導者が見つからない場合の部活動の休日活動 

    ・指導者が見つかるまでの間、部活動として実施する。 
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(2) 指導者報酬 

  参考：部活動指導員の時間当たり報酬は 1,600円。 

１案 受益者負担 

※各クラブが加入者から徴収する会費からクラブで定めた金額を支払う。 

２案 公費負担 

※事務局が各クラブから指導者の活動報告書の提出を受け、時間単位で報酬を支払う。 

吉田町ガイドラインに準じて、原則は１日３時間以内。 

３案 受益者負担＋公費負担 

※加入者と公費で１/２ずつ負担して支払う。 

 

(3) 活動費の確保 

   消耗品等の活動費については、平日部活動の実施に伴い保護者から徴収している部活動費で賄

い、それ以外に必要な経費がある場合については、各クラブが加入保護者に説明した上で各クラ

ブが徴収する。 

 

(4) 保険加入 

   ア 加入生徒 

・受益者負担によりクラブごと加入手続き・管理を実施する。 

   イ 指導者 

・公費負担により加入手続き・管理を実施する。 

     ※非常勤職員公務災害補償制度の活用 など 

    

(5) 活動場所の確保 

   ア 原則、学校等公的施設を活用する。 

   イ 利用団体として登録し、毎月実施する利用者会議において、活動場所を決定する。 

(吉田中学校の施設は、クラブを優先とする。) 

   ウ 使用料については、減額もしくは全額免除とする。 

 

(6) 鍵の管理 

   公的施設を使用する場合は、教育委員会生涯学習課において鍵を借り、返却する。 

   

(7) 生徒指導上の問題への対応 

   原則としてクラブで対応するが、状況に応じて学校に連絡して情報を共有し、部活動顧問等と

連携して対応する。 

 

(8) 保護者等からの要望・苦情・トラブルへの対応 

原則としてクラブで対応するが、状況に応じて学校に連絡して情報を共有し、部活動顧問等と

連携して対応する。 

 

(9) 平日と休日の指導者が異なることへの対応 

   大会参加、練習試合等について、連絡が取り合える状況をつくっておく。 

 

(10) 緊急時の連絡 

    グループライン等で保護者に連絡できる体制をつくる。生徒への連絡は保護者を通して行う。 


